
医療費の財源構成（令和５年度）

皆さんが病院の窓口で支払う金額（自己負担額）は、平均的には、受けた医療にかかった費用（医療費）の約15％です。そ

の他の部分は医療保険制度から支払われます。この医療保険でまかなわれる割合（約85％）を、「実効給付率」といいます。

またこの約85％のうち、公費でまかなわれる部分が約32％、保険料でまかなわれる部分が約53％となっています。

自己負担額の割合は年齢によって異なりますが、法定給付率に加えて高額療養費制度等があることにより、後期高齢者とそれ

以外で分けた場合には、後期高齢者が約8％、それ以外が約19％となっています。

※ この資料における「医療給付費」は医療保険からの給付費であり、公費負担医療分や地方単独事業分は含んでいない。
また、「自己負担額」は医療保険に係る医療費から上記の「医療給付費」を除いたものとなっている。



注１ 前期調整額及び後期支援金の拠出側の合計と交付側の金額が一致しないのは、表示されていない他制度（国保組合など）があるため。
注２ 「前期調整額」には、退職拠出金も含む。また、市町村国保の後期支援金に係る前期調整額は、「収入」の「前期調整額」に含めており、「支出」の「後期支援金」には調整前の金額を記載している。
注３ 括弧内の人数は、当該制度の加入者数（年度平均）を示している。

制度別の財政の概要（令和５年度）

医療保険制度間では、年齢構成による医療費の違いなどによる財政の負担を調整するために、負担を調整する仕組

みとなっています（前期調整額）。また後期高齢者に係る給付費の一部は他の制度も支援金という形で負担していま

す（後期支援金）。

協会けんぽ 組合健保 市町村国保 後期高齢者共済組合



（注１）予算措置による70～74歳の患者負担補填分を含んでいない。
（注２）特定疾患治療研究事業、小児慢性特定疾患治療研究事業、新型コロナウイルス感染症にかかる公費支援といった公費による医療費の自己負担の軽減は含まれていない。
出典：各制度の事業年報等を基に作成

(％)

H14.10～ 70歳以上
：定率１割（現役並み２割）

H15.4～ 健保
：２割→３割

H18.10～ 70歳以上
：現役並み：２割→３割

H20.4～ 後期高齢者医療制度発足
70～74歳（凍結）/義務教育前：２割

H26.4～ 70～74歳
：順次凍結解除

※＜＞内は75歳以上人口割合

実効給付率の推移

実効給付率（直近では約85％）は、制度改正等により上下することはあるものの、高齢者の方が実効給付率が高い

傾向にあるため、高齢化の進展等により、近年のトレンドとしては上昇傾向になっています。

制度改正等

(年度)

R4.10～ 後期高齢者医療制度
一定以上所得者：１割→２割
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実効給付率の推移と財源構成

実効給付率を財源別に見ると、保険料分が約53％、公費分が約32％となっています。

保険料分と公費分は、制度改正のほか、高齢化による後期高齢者の増加、被用者化による国保加入者の減少等に

よって毎年度変化することに留意する必要があります。

平成26年度

（2014）

平成27年度

（2015）

平成28年度

（2016）

平成29年度

（2017）

平成30年度

（2018）

令和元年度

（2019）

令和２年度

（2020）

令和３年度

（2021）

令和４年度

（2022）

令和５年度

（2023）

84.5% 84.8% 85.0% 85.0% 85.0% 85.2% 85.5% 85.5% 85.2% 85.4%

うち保険料分 52.3% 52.4% 52.6% 52.7% 52.4% 52.5% 52.5% 53.0% 53.0% 53.4%

うち公費分 32.3% 32.4% 32.4% 32.3% 32.6% 32.7% 33.0% 32.5% 32.2% 32.0%

0.1% 0.3% 0.1% 0.0% ▲0.0% 0.2% 0.3% ▲0.1% ▲0.3% 0.2%

うち保険料分 ▲0.0% 0.1% 0.2% 0.1% ▲0.3% 0.1% 0.0% 0.5% 0.0% 0.4%

うち公費分 0.2% 0.2% ▲0.1% ▲0.0% 0.3% 0.1% 0.3% ▲0.5% ▲0.3% ▲0.1%

・国保の保険基盤安定

（保険料軽減）の拡充

（約500億円）

・国保の保険基盤安定

（保険者支援）の拡充

（約1,700億円）

・後期支援金の総報酬

割部分を1/2に引上げ

・短時間労働者の適用

拡大（H28.10～）

・後期支援金の総報酬

割部分を2/3に引上げ

・後期支援金の全面総

報酬割を実施

・国保の財政支援の拡

充（約1,700億円）

・国保の保険者努力支

援の拡充（約500億

円）

・短時間労働者等の適

用拡大（R4.10～）

・未就学児に係る国民

健康保険料均等割軽減

・後期の一定以上所得

者の窓口負担割合を2

割に引き上げ

※１．実効給付率は医療保険医療費に対しての率である。

※２．保険料分及び公費分は、各年度の財政構造表に基づき、実効給付率に財源構成における所要保険料及び公費の割合を乗じて算出したもの。

（参考）制度別加入者数割合

　被用者保険 58.7% 59.3% 60.1% 61.0% 61.5% 62.0% 62.2% 62.4% 62.6% 62.9%

　うち協会けんぽ 28.5% 29.2% 29.9% 30.6% 31.2% 32.1% 32.2% 32.4% 32.2% 32.1%

　うち組合健保 23.1% 23.1% 23.2% 23.4% 23.5% 23.0% 23.0% 22.9% 22.8% 22.8%

　国民健康保険 28.9% 28.1% 26.9% 25.6% 24.6% 23.8% 23.3% 23.0% 22.3% 21.3%

　後期高齢者 12.3% 12.7% 13.1% 13.5% 13.9% 14.2% 14.4% 14.6% 15.2% 15.8%

※．国民健康保険には、国保組合が含まれている。

制度改正

実効給付率の推移と財源構成

実効給付率

前年度差（実効給付率）



年齢による医療費と負担額の違い（令和５年度）

一般的に、年齢が高いほど平均的な医療費は高くなります。一方で、保険料の負担額は現役世代の間が比較的高くなります。



生涯医療費とは

生涯医療費は、その年に生まれた０歳の人が、平均で生涯にどのくらいの医療費が必要となるかを表したものです。

生涯医療費は、今後、年齢別の1人当たり医療費や死亡の状況が

変化しないと仮定し、

「ある年齢の1人当たり医療費」×

「０歳からその年齢までの生存割合」

を計算して、それを全ての年齢で足し上げることにより算出してい

ます。

つまり、これは途中で死亡することも考慮した医療費と言えます。

このため、生涯医療費は、年齢ごとの1人当たり医療費を単純に

足し上げたものとは異なります。

※ 実際の計算は、年齢を５歳階級ごとにまとめて行っています。

×

＝



生涯医療費（令和５年度）

直近のデータを元に計算した生涯医療費は、約2,800万円となっています。生涯医療費のうち医療保険給付で賄わ

れる部分は、約2,400万円となり、医療費の約85％は医療保険から賄われることとなります。
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（注）１．令和５年度の年齢階級別一人当たり医療費をもとに、令和５年簡易生命表による定常人口を適用して推計したものである。
２．労災等を含めた生涯医療費は約3,000万円（男女別では男性で約2,900万円、女性で約3,100万円）である。



余命にかかる医療費（令和５年度）

ある年齢に達した人がその後にかかる平均的な医療費（給付費、患者負担額）を表しています。
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（注）令和５年度の年齢階級別一人当たり医療費をもとに、令和５年度人口推計ならびに令和５年簡易生命表による生存数および定常人口を適用して推計したものである。

⇦ 生涯医療費



（注）１．令和５年度の年齢階級別一人当たり医療費をもとに、令和５年簡易生命表による定常人口を適用して推計したものである。
２．食事・生活療養には、歯科入院に係る食事・生活療養も含む。
３．その他は、訪問看護及び療養費等の合計額である。

（参考）余命にかかる医療費（令和５年度）

ある年齢に達した人がその後にかかる平均的な医療費（給付費、患者負担額）を診療種類別に表しています。

⇦ 生涯医療費
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